
         一般社団法人 日本専門医機構      

サブスペシャルティ領域の認定申請手順について 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

基本領域学会が単一の場合  複数の基本領域学会に関連する場合  

・関連する領域から同意を得ること 

 

機構の該当委員会等で審議・検討 

（基本領域学会が認めた書面、申請書・整備基準等） 

承認 不承認 保留 

サブスぺシャルティ領域として認定 

・サブスぺシャルティ領域認定料を納入する 

プログラム・カリキュラムの審査、認定（一次審査：学会、二次審査:機構） 

1.認定後、プログラム審査認定料を納入する 

2.通常５年毎の更新予定 

2018.4.13 

理事会承認 

サブスペシャルティ学会 

機構専門医として認定を希望する学会 

該当基本領域学会に連絡 

該当基本領域学会とサブスペシャルティ学会専門医検討委員会（仮称）を 

構築して検討  

『 不承認 』または『 保留 』の場合、 

その理由を対応いただき再申請は可能です 
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機構専門医として認定を希望する当該サブスペシャルティ学会からの申請 

（基本領域学会が認めた書面、申請書・整備基準等） 

 

 


